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〒861-0531  山鹿市中 578番地 

社会福祉法人山鹿市社会福祉協議会 

やまが成年後見センター 

TEL 0968-36-9211 FAX36-9310 

 

 

・オリエンテーション 

・啓発セミナー 

・成年後見制度について 

・ボランティアについて 

・成年後見制度の基礎 

・当該市町村・地域の現状 

・個人情報保護 

・関係制度・法律（基礎） 

・対人援助の基礎 

・認知症高齢者等への支援 

・市民後見人として求められる

役割 

≪実践編≫ 

第1回：7月28日（土） 
9：00～16：00 

成年後見制度は、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など、判断能力の不十分な人々に

対し、後見人を選任するなどして、本人の権利や財産が侵害される事のないように、法律面や生

活面で社会が支援するという仕組みです。より多くの方が、住み慣れた地域で安心して暮らせる

ように現在、「市民後見人」の活躍が求められています。下記の通り市民養成講座を 4 日間に渡

り開催します。 

第 2回：8月 4日（土） 
10:00～15：00 

7月 21日（土） 
9:00～12：00 

第3回：8月18日（土） 
10：00～17：00 

★対 象 者 山鹿市在住で社会貢献への意欲と熱意のある人で、成年後見制度に関心のある方 

及び将来、市民後見人として活動できる方。 

★定  員 10名程度。 

★申込方法 下記の連絡先まで必要事項（氏名、住所、連絡先など）をお知らせの上お申し込

みください。 

★申込期限 平成 30年 7月 13日（金）まで。 

お申込み・お問い合わせ先 

 
受講料 
無 料 
 

受 
生 講 募 集 

!! 

≪基礎編≫ 


